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Ⅰ 三重県企業庁の概要 

１ 令和４年度の組織体制 

（１） 組織図〔５課、４事業所〕

（２） 職員数の推移（令和４年４月１日現在） 【単位：人】 

Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 

本 庁 61 － 61 － 61 － 58 △3 61 3 

事業所 124 △1 124 － 119 △5 120 1 119 △1

計 185 △1 185 － 180 △5 178 △2 180 2 

企業庁の組織、人事、法令、企画調整、
入札、契約制度、危機管理、人材育成

企業庁の予算、経理、決算、固定資産管理

水道事業の施設整備、維持管理、水質管理、
水道・工業用水道事業の機電関係施設の保安管理

工業用水道事業の施設整備、維持管理、水質管理

電気事業の運営、施設撤去

企　業　庁　長

副庁長

次長

北勢水道事務所

中勢水道事務所

南勢水道事務所

水質管理情報センター

（事業所）

財 務 管 理 課

播磨浄水場

水沢浄水場

大里浄水場

水 道 事 業 課

企 業 総 務 課

施 設 防 災 危 機 管 理 監

Ｒ Ｄ Ｆ 対 策 監

電 気 事 業 課

機 電 管 理 監

工 業 用 水 道 事 業 課
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２ 令和３年度決算の概要 

（１）損益計算書 

損益計算書は、水道、工業用水道及び電気事業に係る令和３年度の収益、費用 

及び損益の状況を示したもので、各事業の１年間の経営成績を表しています。 

収益の主なものは営業収益であり、水の供給に伴う料金収入等です。 

費用の主なものは営業費用であり、施設の管理・運営に伴う経費や減価償却費等

です。 

 

（２）貸借対照表 

貸借対照表は、各事業の令和３年度末の資産、負債及び資本の状況を示したもの

で、決算日時点における財政状態を表しています。 

資産は、施設等の固定資産と預金等の流動資産で構成されます。固定資産の主なも

のは管路や浄水場等の有形固定資産、ダム使用権等の無形固定資産です。 

負債は、企業債や引当金等の固定負債、企業債（１年以内償還分）や未払金等の流

動負債、国庫補助金等の繰延収益で構成されます。 

資本は、資本金と剰余金で構成されます。 

 

（単位:百万円･税抜､％）
水　　道 工業用水道 電　　気

R3年度 前年度比 R3年度 前年度比 R3年度 前年度比
営 業 収 益 8,111 99.8 5,417 100.3 - 皆減 
営 業 費 用 8,272 100.3 5,208 99.6 825 426.5 

営 業 損 益 △162 135.8 209 121.5 △825 426.5 

営 業 外 収 益 1,316 131.2 362 98.9 2 85.7 
営 業 外 費 用 760 148.1 182 92.2 65 2,859.3 

経 常 損 益 395 106.3 389 114.2 △888 458.2 

特 別 利 益 - － - － - － 
特 別 損 失 - － - － 413 137.8 

純 損 益 395 106.3 389 114.2 △1,302 263.6 

前 年 度 繰 越
利益剰余金等
当年度未処分
利 益 剰 余 金
 ※百万円未満四捨五入のため合計が合わない場合があります。（貸借対照表も同じ）

372 216.5 341 97.0 － 

767 141.1 730 105.5 △1,795 363.6 

△494 

（単位:百万円･税抜､％）

水　　道 工業用水道 電　　気

R3年度 前年度比 R3年度 前年度比 R3年度 前年度比

固 定 資 産 118,237 98.1 112,168 100.8 360 98.8 

流 動 資 産 12,865 108.9 8,671 102.1 1,878 59.3 

資 産 合 計 131,102 99.0 120,839 100.9 2,238 63.4 

固 定 負 債 14,101 88.0 24,552 101.8 210 126.7 

流 動 負 債 2,531 106.6 1,643 118.2 12 26.6 

繰 延 収 益 22,021 99.3 16,613 98.1 - － 

負 債 合 計 38,652 95.2 42,809 100.9 222 105.1 

資 本 金 90,814 100.5 76,071 100.9 3,811 100.0 

剰 余 金 1,636 115.8 1,959 102.0 △1,795 363.6 

資 本 合 計 92,450 100.7 78,031 100.9 2,015 60.8 

負債・資本合計 131,102 99.0 120,839 100.9 2,238 63.4 
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（３）決算額の推移 

ア 水道事業 

 

イ 工業用水道事業 

 

ウ 電気事業 
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（４）長期債務（企業債）残高の推移

ア 水道事業

イ 工業用水道事業

ウ 電気事業

平成 27年度に企業債の償還が完了しており、長期債務はありません。 
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Ⅱ 「三重県企業庁経営計画（令和４年３月改定）」の概要 

第１章 策定の趣旨 

１ 目的 

人口減少に伴う給水量の減少とともに、事業開始から長期間を経過し施設の更新 

需要の増大が見込まれる中、東日本大震災の経験を踏まえた震災対策の充実が求めら

れるなど、事業運営に影響を及ぼす様々な環境変化にも的確に対応しながら、将来に

わたって県民のくらしの安全・安心や経済・産業の発展に貢献していくため、今後の

経営の方向性や道筋を示すものとして「三重県企業庁経営計画」を策定する。 

２ 計画の位置づけ 

三重県の中期の戦略計画である「みえ元気プラン」を着実に推進していくための企

業庁としての実行計画として位置づけるとともに、総務省及び厚生労働省から策定を

要請されている「経営戦略」、「水道事業ビジョン」としても位置づける。 

３ 計画期間 

今後３０年から４０年程度先までの事業環境を見通したうえで、平成２９年度か 

ら令和８年度までの１０年間の計画とする。 

第２章 経営の基本 

１ 経営理念（存在意義） 

公共性と経済性を両立させたうえで、県民の日常生活や経済活動に欠くことので 

きない広域的なサービスを将来にわたり提供することで、県民のくらしの安全・安心

の確保や地域経済の発展に貢献 

２ ビジョン（将来の状態） 

時代の要請に的確に応え、生活や産業の基盤として質の高いサービスを提供し、 

県民から信頼される公営企業 

３ ミッション（使命・担うべき役割）

・「安全」で「安心」できるサービスを提供

・「強靱」な体制で「持続」してサービスを提供

４ 経営にあたっての行動基軸 

・安全・安心

・信頼とパートナーシップの構築

・コンプライアンスの推進

・健全な経営

・絶え間ない検証・改善

・環境保全と社会貢献
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〇水道用水供給事業

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開

【現状】

（事業の概要）

・北中勢及び南勢志摩水道用水供給事業の２事業を運営

・県内 29 市町のうち 18市町に水道用水を供給

・給水能力は日量 429,366 ㎥で、県全体の水道使用量の

約 30％を供給

（給水量・料金の状況）

・給水量実績は概ね横ばい傾向

・施設利用率は全体で約 49％

・内部留保資金を活用して支払利息を軽減することなどで

料金を低減化

・給水原価は、全国平均と比較すると高い状態

（施設管理・整備の状況）

・効率的な施設管理のため、浄水場の運転を遠方監視制御

するとともに、浄水場に職員を配置したうえで運転管理

等の業務を個別に民間委託

・活性炭処理設備の整備が完了

・浄水場などの主要施設や水管橋の耐震化を計画的に実施

・主要施設の浸水、土砂災害及び長時間停電への対策の検

討を推進

（水質管理の状況）

・水質管理情報センターへ水質担当職員を集約し、水質管

理や調査・研究の体制を強化

（財務の状況）

・損益は黒字基調で、令和２年度末の累積欠損金なし

・計画的な施設改良を実施する一方で、その財源に内部留

保資金を充当することなどで、長期債務残高が減少

・自己資金を堅実に確保し、経営の健全性を確保

【今後の課題】

・県民の水道に対する様々なニーズや改定された水質基準

への的確な対応

・南海トラフ地震などの大規模地震、近年多発する自然災

害、設備の老朽化に伴う更新需要への対応

・人口減少に伴う水需要減少の一方、施設の改良・更新に係

る費用の増大が見込まれる中での健全な事業運営の持続

経営目標 経営目標達成に向けた取組 成果指標

ア 安全でおいしい水の供給

（ア）適切な水質管理

・水源から市町受水地点までの水質を的確に把握し

水質検査結果を浄水処理工程にフィードバック

してきめ細かな浄水処理を実施

実績値

R3

目標値

R8

・水質基準適合率（％） 100 100

・総トリハロメタンの管

理目標値達成度（％）
100 100

・カビ臭物質※の管理目

標値達成度（％）
※ジェオスミン及び 2-MIB

の 2項目

100 100

・臭気強度の管理目標値

達成度（％）
100 100

（イ）水質管理の強化

（管理目標値の設定）

・県民の水道に対するニーズに対応し、「安全性」、

「味やにおい」の観点から総トリハロメタン、カ

ビ臭物質などについて、国の水質基準等より高い

レベルの管理目標値を設定し、水質管理を強化

イ 強靱な水道の構築

（ア）耐震化

・浄水場の浄水処理施設の耐震補強工事を計画的に

実施

・主要施設である調整池の耐震化を計画的に推進

・被害率の高い管路などを優先して、耐震管への布

設替え

・老朽化に伴う更新に合わせ耐震管への布設替え

実績値

R3

目標値

R8

・浄水場浄水処理施設

の耐震化率（％）
91.8 100

・調整池の耐震化率（％） 64.3 85.7

・管路の耐震適合率（％） 65.8 70.0

・設備の更新率（％） 51.6 100

・給水障害発生件数（件） 0 0

（イ）老朽化対策
・電気・機械設備については、定期的な点検整備や

劣化診断に取り組みつつ、効率的・効果的に更新

（ウ）施設の長寿命化

・適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性

をふまえつつ、損傷が軽微である早期段階で予防

的な修繕などを実施していくことで機能の保

持・回復を図る「予防保全型維持管理」を推進

（エ）風水害対策

・施設への被害が及ばないように対策の検討を進

め、受水市町と情報を共有し計画的に対策を実施

・長時間停電対策については、非常用発電設備を

72時間程度運転できる燃料を貯留することとし、

設備の更新に合わせ適切に対応

（オ）拡張事業（未整備分）
・長良川水系の取水・導水施設整備は関係者との連

携を図り、計画的かつ効率的に事業を執行

ウ 健全な事業運営の持続

（ア）アセットマネジメントに

よる適正な資産管理

・施設・財政の両面で健全な水道を次世代に引き継

ぐため、アセットマネジメント手法による中長期

的な視点を持った資産管理を実践 実績値

R3

目標値

R8

・給水原価（円／㎥） 106.8 115.0

・経常収支比率（％）
100

以上

100

以上

（イ）施設規模の適正化
・施設更新にあたっては、水需要に応じた合理的な

施設規模や配置などにより再構築

（ウ）広域連携
・受水市町などと検討体制を構築し、事業統合に限

らず、管理や施設の共同化など幅広い内容で検討

（エ）官民連携

・更なる効率的な事業運営に向け、性能評価発注な

どによる民間企業のノウハウ及び最新技術の活

用について検討

投資・財政計画（収支計画）

（注）・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。

・H29～R2 年度までは決算額、R3 年度以降は見込額です。

・受託工事に係る収益・費用及び予備費は除いています。

・確保水源に係る経費を含んでいます。

・端数処理をしているため、合計が合わない場合があります。

【参考】建設改良費（単位：百万円）

H29～R2 計：13,835 R3～R8 計：29,937 総合計：43,772

（単位：百万円）
H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

8,976 8,933 9,039 8,978 8,895 8,902 8,903 8,893 8,894 8,866
8,576 8,594 8,868 8,606 8,740 8,865 8,732 8,765 8,859 8,882

400 340 172 372 155 37 170 128 35 △16
1,008 333 2,086 2,725 2,089 518 1,653 4,918 377 1,604
5,693 5,193 5,573 6,877 5,734 6,617 8,234 8,960 4,085 5,176

うち建設改良費 2,698 2,816 3,346 4,975 3,898 4,769 6,570 7,470 2,964 4,266
△4,685 △4,860 △3,487 △4,152 △3,645 △6,099 △6,580 △4,042 △3,708 △3,572
19,288 16,913 14,691 12,788 10,952 9,139 7,475 8,531 7,642 8,132
11,648 10,706 11,016 11,125 11,040 8,165 6,203 6,880 7,396 8,135

資本的収支差

内部留保資金

資本的
収　支

収　入
支　出

企業債残高

区分

収益的
収　支

収　益
費　用
純損益

６



38

〇工業用水道事業

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開

【現状】

（事業の概要）

・北伊勢、中伊勢及び松阪工業用水道事業の３事業を運営

・令和３年度当初で県内 92 社 105工場に工業用水を供給

・最大給水能力は日量 911,500 ㎥で、県全体の工業用水需

要量の約６割を供給

（給水量・料金の状況）

・給水量実績は僅かながら減少傾向

・令和３年度当初の契約率は、北伊勢 90％、中伊勢 44％、

松阪 100％

・経済情勢の変化などにより、実際に使用する水量と契約

水量がかい離

・内部留保資金を活用して支払利息を軽減することなどで

料金を低減化

（施設管理・整備の状況）

・浄水場の遠方監視制御、技術管理業務の包括的な民間委

託を導入するとともに、導入後もその効果を検証し、委

託範囲や委託期間の見直しを実施

・浄水場などの主要施設や水管橋の耐震化を計画的に実施

・配水管の布設替えの際は現状の需要量に応じた適正な管

径にするなど、施設規模を縮小

・契約水量の増量に対応するため、加圧ポンプ所や配水池

を整備する等、給水を安定化

・主要施設の浸水、土砂災害及び長時間停電への対策の検

討を推進

（財務の状況）

・損益は黒字基調で、令和２年度末の累積欠損金なし

・計画的な施設改良を実施する一方で、その財源に内部留

保資金を充当することなどで、企業債発行を抑制

・自己資金を堅実に確保し、経営の健全性を確保

【今後の課題】

・南海トラフ地震などの大規模地震、近年多発する自然災

害、設備の老朽化に伴う更新需要への対応

・施設の改良・更新に係る費用の増大が見込まれる中での健

全な事業運営の持続

経営目標 経営目標達成に向けた取組 成果指標

ア 強靱な工業用水道の構築

（ア）耐震化

・主要施設である浄水場の排水処理施設や配水池等

について耐震化

・重要度の高い主要幹線や布設年度が古い配水管路

などについて、老朽化対策として実施する管路更

新にあわせて管路を耐震化

実績値

R3

目標値

R8

・主要施設の耐震化率

（％）
83.7 95.9

・浄水場の耐震化率

（％）
100

100

(R3)

・制水弁の更新率

（％）
47.8 100

・管路の耐震適合率

（％）
63.5 66.9

・設備の更新率（％） 43.4 100

・給水障害発生件数

（件）
0 0

（イ）老朽化対策

・漏水などの事故時においてもユーザーへ大きな影

響を与えないよう、配水運用において重要な箇所

にある制水弁を優先して取替

・老朽化した管路のうち重要度の高い主要幹線など

を中心に更新

（ウ）施設の長寿命化

・適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性

をふまえつつ、損傷が軽微である早期段階で予防

的な修繕などを実施していくことで機能の保持・

回復を図る「予防保全型維持管理」を推進

（エ）風水害対策

・施設への被害が及ばないように対策の検討を進め、

計画的に対策を実施

・長時間停電対策については、非常用発電設備を 72

時間程度運転できる燃料を貯留することとし、設

備の更新に合わせ適切に対応

イ 健全な事業運営の持続

（ア）的確な水需要の予測

・既存ユーザーに対し定期的にアンケートを実施し

今後の水需要を的確に予測

・予測した水需要は、施設改良計画などに反映
実績値

R3

目標値

R8

・給水原価（円／㎥） 33.5 35.4

・年間給水量（百万㎥） 215 213

・経常収支比率（％）
100

以上

100

以上

（イ）アセットマネジメント

による適正な資産管理

・将来にわたって施設・財政の両面で健全で持続可

能な工業用水道を実現するため、アセットマネジ

メント手法による中長期的な視点を持った資産管

理を実践

（ウ）施設規模の適正化

・渇水などの危機管理への対応なども考慮のうえ、

総合的に必要な施設規模を検討し、適正規模で更

新

（エ）料金制度の最適化

・ユーザーとの意見交換を行いながら健全かつ安定

した事業運営を確保したうえでの新しい料金の仕

組みについて検討

（オ）官民連携

・浄水場などの技術管理業務の包括的な委託につい

て、引き続き導入効果を検証しながら、より効率

的な事業運営と競争性を高め効果的な民間委託と

なるよう検討

投資・財政計画（収支計画）

（注）・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。

・H29～R2 年度までは決算額、R3 年度以降は見込額です。

・受託工事に係る収益・費用及び予備費は除いています。

・確保水源に係る経費を含んでいます。

・端数処理をしているため、合計が合わない場合があります。

【参考】建設改良費（単位：百万円）

H29～R2 計：22,093 R3～R8 計：29,320 総合計：51,413

（単位：百万円）
H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

5,586 5,754 5,771 5,763 5,775 5,764 5,786 5,706 5,699 5,675
5,174 5,322 5,420 5,422 5,595 5,755 5,734 5,682 5,668 5,668

411 432 352 341 180 10 52 24 31 7
2,414 4,142 5,099 3,355 1,947 2,387 3,016 3,409 2,723 3,321
5,806 7,957 8,404 5,665 5,385 6,360 5,862 6,362 5,709 6,303

うち建設改良費 3,679 6,691 7,158 4,565 4,362 5,332 4,715 5,157 4,539 5,215
△3,391 △3,816 △3,305 △2,310 △3,439 △3,973 △2,846 △2,953 △2,987 △2,982
11,724 14,000 17,373 19,209 19,786 20,552 21,737 23,386 24,557 26,187
8,889 7,931 7,506 8,005 7,269 5,685 5,701 5,693 5,690 5,690

区分

収益的
収　支

収　益
費　用
純損益

資本的
収　支

収　入
支　出

資本的収支差
企業債残高
内部留保資金

７
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〇電気事業

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開

【現状】

（事業の概要）

・水力発電事業は民間譲渡し、ＲＤＦ焼却・発電事業を主

体とした電気事業を運営

・ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故後に、施設の総点検及び安全運転

のための改修を行うとともに、維持管理体制の見直し、

「危機管理マニュアル」の整備などを実施

・平成 30 年７月に開催された三重県ＲＤＦ運営協議会総会

で「令和元年９月を軸に三重ごみ固形燃料発電所への

ＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制に移行す

る。」ことなどが決議

（ＲＤＦ受入量・供給電力量の状況）

・平成 14 年 12 月の運転開始から令和元年９月の運転終了

までに、製造団体からＲＤＦを約 75 万トン受け入れ、約

７億 9,500 万ｋＷｈの電力を桑名広域清掃事業組合及び

電気事業者へ供給

（施設管理の状況）

・三重ごみ固形燃料発電所でのＲＤＦ焼却・発電は令和元

年９月 17 日をもって終了

（財務の状況）

・水力発電事業、ＲＤＦ焼却・発電事業とも企業債の償還

を終了

・水力発電所の譲渡で得た資金は、電気事業会計内に留保

していたが、令和２年度に一般会計へ納付

【今後の課題】

・ＲＤＦ焼却・発電事業の円滑な終了に向け、関係市町及

び関係部局等と協議・調整を行い、ＲＤＦ焼却・発電施

設の撤去や事業の総括を実施

・電気事業の廃止

ＲＤＦ焼却・発電事業の円滑な終了に向けた取組

ア ＲＤＦ焼却・発電施設の

撤去
・周辺環境や安全対策等に十分配慮して、令和４年度中の完了に向けた取組を実施

イ 事業の総括
・環境政策の視点を含めた事業全体の検証を行うとともに、関係市町等からの意見も確認し、全ての業務が終了する段階で速やかに

最終的な総括が行えるよう、関係部局と連携

電気事業の廃止に向けた取組

・電気事業の廃止及び財産の引継ぎについて関係部局と連携

収支計画

（注）

・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。

・H29～R2 年度までは決算額、R3 年度以降は見込額です。

・受託工事に係る収益・費用及び予備費は除いています。

・端数処理をしているため、合計が合わない場合があります。

（単位：百万円）
H29 H30 R元 R2 R3 R4

1,380 1,425 680 2 2 8
2,032 2,102 1,389 496 1,261 1,310
△652 △678 △709 △494 △1,260 △1,302

500 - 500 902 - -
0 - - - - -

うち建設改良費 0 - - - - -
500 - 500 902 - -

- - - - - -
9,169 8,654 8,485 3,119 1,851 500

収益的
収　支

内部留保資金

費　用
純損益
収　入
支　出

企業債残高

区分
収　益

資本的
収　支

資本的収支差

８
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〇各事業の展開を支える取組

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開

【現状】

（経営基盤強化のための取組）

・抜本的な経営改善による事業内容の変化に対応した適正

な組織の改編と人員の配置

・企業庁職員のめざすべき姿の実現に向けて人材育成方針

を改定し、計画的な人材育成を実施

・各所属でＯＪＴにより技術継承を推進

・企業庁独自の非常参集体制の構築など危機管理の強化

・健全な財務運営と、確実かつ効率的な資金運用及び資金

管理

・ＩＳＯ９００１を活用した業務の継続的な改善による経

営の品質向上

・デジタル化による業務改善等を推進するための取組の検

討

（地域社会との信頼構築のための取組）

・ホームページ等の多様な媒体を活用した情報提供や市町、

ユーザーとの定期的な協議

・コロナ禍においても水道への理解を深めていただくため

の動画の公開

・浄水場の施設見学の受入れ、伊坂・山村ダム周辺を憩い

の場として開放するなどの地域貢献

・太陽光発電や小水力発電の導入、浄水場で発生する汚泥

の有効利用など事業活動における環境配慮

【今後の課題】

・事業の縮小や民間委託の導入拡大などにより現場経験を

積む機会が減少する中で、職員の技術力の維持・向上の

ための人材育成や技術継承

・大規模地震など今までに経験のない危機への的確な対応

・引き続きデジタル化による業務改善等を推進するための

取組の検討

・事業を取り巻く環境が変化する中での、地域社会との信頼

構築

経営目標 経営目標達成に向けた取組 活動指標

ア 経営基盤の強化

（ア）組織・定員・給与・

人事管理

・柔軟で効率的・効果的な組織の整備

・業務量に応じた適正な定員管理

・職員の給与について適切な制度管理

・「企業庁職員育成支援のための人事評価制度」を活用した

人材育成・人事管理
実績値

R3

目標値

R8

・企業庁研修開催

時間数（時間）
77

65

以上

・危機管理マニュアル

等に基づく訓練の回

数（回）

79
70

以上

・資金運用状況※（％） 200
100

以上

※資金運用状況

年間平均運用金利÷年間平均普通預金金利

（イ）人材育成・技術継承

・ジョブローテーションによる人事配置

・ＯＪＴによる技術力の習得に加え、技術研修や財務研修、

危機管理研修などを計画的に実施

・業務上必要な資格・免許の取得支援

・企業庁職員として経験的に培ってきた技術や知識につい

て、ＯＪＴ手法を活用して確実に次世代の職員へ継承

（ウ）危機管理
・ライフラインを担う事業者として安定供給を行っていくた

めの危機管理を推進

（エ）資金・資産の管理・

活用

・資金の元本の安全性と流動性を確保したうえで、確実かつ

効率的な運用

（オ）経営の品質向上

・業務の継続的改善に努め、将来にわたり安全で安定したサ

ービスを提供することによる顧客満足の向上

・ＩＣタグを利用した貯蔵品管理や点検業務支援端末の導入

の検討を継続

・ＡＩによる薬品注入の自動化や遠隔で自動検針が可能なス

マートメーターについても先進事例の調査等を行い、他の

新たなＩＣＴの技術動向にも注視しつつ今後の活用につ

いて検討

イ 地域社会との信頼構築

（ア）情報提供とコミュニ

ケーション

・経営の透明性を高め、公営企業としての説明責任を果たす

ため、事業内容や経営に関する情報をホームページで公開

・市町やユーザーとの協議の場などを通じた事業内容等の積

極的な発信と対話による相互理解
実績値

R3

目標値

R8

・施設見学受入れ件数

（件）
0

120

以上

・コピー用紙使用量※

（％）
△2.3 △5

※コピー用紙使用量

平成 27 年度の使用量を基準とした削減率

（イ）コンプライアンス

・法令の遵守や、公正な職務の遂行など企業庁におけるコン

プライアンスを推進

・ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故の教訓を生かすための取組を進め、

安全で安心、安定した事業運営を実施

（ウ）地域貢献
・浄水場の施設見学の受入れ、伊坂ダム及び山村ダムの周辺

施設の開放など、地域貢献を継続

（エ）環境配慮

・環境にやさしいオフィス活動、浄水場で発生する汚泥の有

効利用、省エネルギー対策、再生可能エネルギーの有効活

用など環境に配慮した事業活動を推進

第５章 計画の推進

１ 進行管理

各事業の経営目標ごとに設定した成果指標による進捗管理及びＰＤＣＡサイクルによる検証・改善

事業環境に新たな変化等が生じた場合は、必要に応じ計画内容を見直し

２ 外部からの意見聴取

市町、ユーザー、有識者など外部から事業の実施状況や経営状況についての幅広い意見を定期的に聴取

９
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Ⅲ 各事業の令和４年度進捗状況 

１ 水道用水供給事業 

（１）運営状況

本県の水道用水供給事業は、水源確保や行

政区域を越えた施設整備の必要性から、昭和

４３年に志摩水道用水供給事業の給水を開

始して以来、中勢水道用水供給事業、北勢水

道用水供給事業、南勢水道用水供給事業の給

水を順次開始しました。 

その後、事業統合や拡張事業を順次実施

し、市水道事業への一元化を経て、現在は、

北中勢水道用水供給事業、南勢志摩水道用水

供給事業の２事業を運営しており、県内１８

市町に水道用水を供給しています。 

令和５年１月１日現在の給水能力は、一日

あたり４２９，３６６㎥となっています。 

令和２年度の企業庁の給水量は７，５８９

万㎥で、県全体の給水量２億５，２７５万㎥の３０％を占めています。 

（令和４年度の企業庁の給水量は７，５１４万㎥） 

（２）料金

本県の水道料金は、基本料金と使用料金からなる２部料金制を採用しています。 

水道料金は、原則、５年ごとに見直しを行っています。

※詳細は、参考｢水道料金の算定方法（総括原価方式）｣を参照（P10）

料金表 （令和５年１月１日現在） 

事業名 

北中勢水道用水供給事業 
南勢志摩

水道用水

供給事業 
北勢系 

木曽川用水系 

北勢系 

三重用水系 

北勢系長良川水系 
中勢系 

亀山市以外 亀山市 

基本料金 

の料率 

(円/㎥･月) 

700 1,710 2,230 2,430 960 780 

使用料金 

の料率 

(円/㎥) 

39 

※ 料金算定期間：令和２年度～令和６年度

基本料金・・「基本水量」に「基本料金の料率（円／㎥・月）」を乗じて得た金額 

使用料金・・「使用水量」に「使用料金の料率（円／㎥）」を乗じて得た金額 

7,589万㎥ 17,686万㎥

25,275 

万㎥ 

(年間給水量) 

県内水道の給水量に 

（令和２年度実績） 

企業庁の水が占める割合 



11 

水道事業の概要【営業関係】  （令和５年１月１日現在） 

事 業 名 
水   源 

＜浄水場＞ 

計画
目標
年度 

給水対象市町及び給水量 
(㎥/日) 

給水能力 
(㎥/日) 

給水開始 
年 月 日 

北 
中 
勢 
水 
道 
用 
水 
供 
給 
事 
業 

北勢系 
木曽川用水系 

木曽川総合用水 

(岩屋ダム) 
＜播磨＞ 

S60 

四日市市 36,200 木曽岬町  2,800 
桑 名 市 24,300 朝 日 町  1,200 
鈴 鹿 市 10,000 川 越 町  5,800 

計   80,300 

80,300 

一部給水: 
S52.3.28 

全部給水: 
S54.4.1 

北勢系 
三重用水系 

三重用水 
＜水沢＞ 

H12 

四日市市 41,800 
鈴 鹿 市  6,600 
菰 野 町  2,600 

 計  51,000 

51,000 

一部給水: 
H3.4.1 

全部給水: 
H8.4.1 

北勢系 
長良川水系 

長良川 
(長良川河口堰

） 

＜播磨＞ 

R7 

四日市市  2,200 木曽岬町  2,000 
桑 名 市  1,100 菰 野 町   700 
鈴 鹿 市  2,200 朝 日 町  1,000 
亀 山 市 7,400 川 越 町  1,400 

  計  18,000 

18,000 

一部給水: 
H13.4.1 

一部給水： 
H21.7.1 

全部給水: 
H23.4.1 

中勢系 
雲出川水系 

雲出川 
(君ヶ野ダム) 

＜高野＞ 
S60 

津    市 76,916 
松 阪 市  4,500 

 計  81,416 
 81,416 

創設: 
S46.6.4 

一次拡張: 
S56.4.1 

中勢系 
長良川水系 

長良川 
(長良川河口堰) 

＜大里＞ 
R7 

津  市 50,500 
松 阪 市  8,300 

 計  58,800 

  58,800 
全部給水: 

H10.4.1 

南勢志摩水道 
用水供給事業 

櫛田川 
(蓮ダム) 
＜多気＞ 

R2 

伊 勢 市 37,300 明 和 町  2,800 
松 阪 市 61,000 大 台 町  1,700 
鳥 羽 市 20,000 玉 城 町    500 
志 摩 市 10,000 度 会 町   500 
多 気 町  6,050 

 計   139,850 

139,850 

一部給水: 
S62.5.1 

全部給水: 
H27.4.1 

合 計 18市町 429,366 

※計画目標年度は、事業認可時において、施設能力に見合う需要が発生すると見込んだ年度

水道事業の概要【確保水源】  （令和５年１月１日現在） 

水 源 
計画給水量 
(㎥/日) 

工 期 事業費 備 考 

長良川 
(長良川河口堰） 

151,200 
昭和43～ 
平成 6年度 

78.2億円 
水源施設は完了 

（水資源機構管理） 

櫛田川 
(蓮ダム） 

20,850 
昭和46～ 
平成 3年度 

36.1億円 
水源施設は完了 

（国土交通省管理） 

合  計 172,050   114.3億円 

※事業費は、事業化分を除いた確保水源としての水道負担額
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（３）令和４年度の給水見込み

本年度の水道用水の年間給水量見込は約 7,514 万㎥で、近年は、概ね横ばい傾向

で推移しています。 

（４）令和４年度の主な取組状況

ア 安全でおいしい水の供給

「安全性」、「味やにおい」の観点から、国が定める水道水質基準等より高いレベル

の管理目標値を設定し、水質管理を強化しています。 

本年度は、現時点までにおいて、経営計画における経営目標の「安全でおいしい水

の供給」に掲げている水質基準と管理目標値のすべてを達成しています。 

イ 強靱な水道の構築

主要施設等の耐震化を進めるとともに、経年劣化した設備の更新などの老朽化

対策に加え、風水害対策等に取り組み、強靱な水道の構築をめざします。 

（ア）耐震化

ａ 主要施設 

経営計画の計画期間中において、全５浄水場（播磨、水沢、高野、大里、多気）

の 49浄水処理施設の耐震化を完了させるとともに、災害発生時に応急給水活動

の拠点となる全 14調整池のうち 12池の耐震化を完了させることとしています。 

本年度は、高野浄水場(津市)の２浄水処理施設及び鍛冶屋調整池(伊勢市)

（2,000㎥）の耐震補強工事と、長谷調整池(多気町)（1,000 ㎥）の基本設計を

実施しています。 
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経営計画上の成果指標 
Ｒ４ 

目標値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

浄水場浄水処理施設の 

耐震化率(%) 

(累積/全浄水場浄水処理施設数) 

９１．８ 

(45/49) 

９１．８ 

(45/49) 

１００ 

(49/49) 

調整池の耐震化率(%) 

(累積/全調整池数) 

７１．４ 

(10/14) 

７１．４ 

(10/14) 

８５．７ 

(12/14) 

計画期間内に実施する 

調整池耐震化の進捗率(%) 

３３．３ 

(1/3) 

３３．３ 

(1/3) 

１００ 

(3/3) 

鍛冶屋調整池（伊勢市） 長谷調整池（多気町） 

ｂ 管路 

管路総延長約 430km のうち、耐震適合性のない管路が約 160km あり、経営計 

画の計画期間中において、特に液状化が想定される地域に埋設されている被害率

の高い管路など約 23.9㎞と布設後 40年以上経過した管路約 10.2㎞を合わせた

約 34.1kmの耐震化を完了させることとしています。 

本年度は、年度内に予定している約 5.3㎞の管路の布設替工事と、約 1.7㎞の

測量設計を実施しています。 

経営計画上の成果指標 
Ｒ４ 

目標値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

管路の耐震適合率(%) 

(累積/総延長 km) 

６７．０ 

(288.0/429.6) 

６７．１ 

(288.2/429.6) 

７０．０ 

(300.9/429.6) 

計画期間内に実施する 

管路耐震化の進捗率(%) 

６２．５ 

(21.3/34.1) 

６３．０ 

(21.5/34.1) 

１００ 

(34.1/34.1) 

※ （ ）内の数値については、0.1km単位に四捨五入しています。
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  （イ）老朽化対策 

将来にわたり水道施設の機能を維持し、中長期的なトータルコストを縮減する

ため、適切な維持管理に努め施設の長寿命化を図るとともに、効率的かつ計画的な

設備の更新を進め、老朽化対策に取り組むこととしています。 

 

ａ 施設の長寿命化 

施設の適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷 

が軽微である早期段階で予防的な修繕を実施していく「予防保全型維持管理」

を推進し、施設の長寿命化を図ることとしています。 

本年度は、高野浄水場取水ポンプ設備の分解点検整備などに着手するととも

に、長野川水管橋(津市)の塗装塗り替え工事などを実施しています。 

また、昨年５月に愛知県で発生した明治用水頭首工の大規模な漏水事故を受

けて、事故公表直後に、当庁所有の施設の緊急点検を実施し、異常がないこと

を確認しました。その後も、月２回の巡視点検を行うなど施設の安全管理に取

り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野川水管橋（津市）            津留取水堰（多気町） 

 

ｂ 電気・機械設備の更新 

経営計画の計画期間中において、更新時期を迎える 157設備の更新を見込

んでおり、引き続き、定期的な点検を通して劣化・損傷の程度を把握し、個々

の設備の耐用年数、劣化状況及び交換部品の製造終了などの要素を総合的に

判断して、更新を進めることとしています。 

本年度は、年度内に更新を予定している 20 設備のうち、播磨浄水場（桑

名市）自動水質測定装置など９設備の更新工事を実施するとともに、過年度

に着手した多気浄水場(多気町)沈澱池電気設備など 11 設備の更新工事を実

施しています。 

 

経営計画上の成果指標 
Ｒ４ 

目標値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

設備の更新率 (%) 

(累積/計画期間に更新する設備数) 

６１．１ 

(96/157) 

６４．３ 

(101/157) 

１００ 

(157/157) 
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播磨浄水場（桑名市）自動水質測定装置 

 

   （ウ）風水害対策 

浸水対策及び土砂災害対策については、経営計画の計画期間中において、対応

が必要な９施設（工業用水道との共有施設１施設を含む）の対策を完了させるこ

ととしています。 

本年度は、北勢水道事務所(四日市市)の浸水対策工事と、浸水対策及び土砂災

害対策を行う鈴鹿導水ポンプ所（鈴鹿市）、導水ポンプ所（多気町）、勢和加圧ポ

ンプ所（多気町）の詳細設計を実施しています。 

また、災害時等における長時間停電対策については、非常用発電設備を 72時

間程度運転できる燃料を貯留することとし、既存設備の更新に合わせ適切に対応

することとしています。 

本年度は、桑名加圧ポンプ所(桑名市) と嬉野加圧ポンプ所（松阪市）の非常

用発電設備の更新工事に着手することとしており、桑名加圧ポンプ所(桑名市)に

おいては、更新工事を実施しています。 

 

   （エ）拡張事業（未整備分） 

北中勢水道用水供給事業（長良川水系）は、受水市町からの要請を受け、県（環

境生活部）が策定した「北部広域圏広域的水道整備計画」（平成 20年３月改定）

に基づき、当庁が実施しています。 

当該計画上、未整備となっている取水・導水施設の整備については、令和７年

度の供用開始に向けて、詳細設計や地元協議に取り組んでいます。 
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【成果指標】 

令和４年度の目標値及び見込値（令和４年 12月末時点）は、次のとおりです。 

 
※ 成果指標の説明 

  ①水質基準適合率 
水道法の水質基準に関する全検査数のうち、適合している割合 
 

  ②総トリハロメタンの管理目標値達成度 
水道水の安全性に関する指標のうち、総トリハロメタン（水質基準値 0.1mg/L以 

下）について、浄水及び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である 
「0.05mg/L以下」を達成した割合 
 

  ③カビ臭物質の管理目標値達成度 
水道水のにおいに関する指標のうち、カビ臭物質（ジェオスミン及び２－ＭＩＢの 

２項目、共に水質基準値 0.00001mg/L以下）について、浄水及び分水の毎月の検査結 
果が独自に定めた管理目標値である「0.000008mg/L以下」を達成した割合 
 

  ④臭気強度の管理目標値達成度 
水道水のにおいに関する指標のうち、臭気強度（国の水質管理目標値３以下）につ 

いて、浄水及び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である「２以下」を 
達成した割合 
 

⑤浄水場浄水処理施設の耐震化率 
浄水場における浄水処理施設（49施設）のうち耐震化する施設数の割合 

 
⑥調整池の耐震化率 

調整池（14施設）のうち耐震化する施設数の割合 
 
⑦管路の耐震適合率 

管路総延長（約 430㎞）のうち耐震適合性のある管路延長の割合 

経営目標 成果指標 
令和４年度 

目標値 

令和４年度 

見込値 

安全でお

いしい水

の供給 

①水質基準適合率（％） 100 100  

②総トリハロメタンの管理目標値達成度（％） 100 100 

③カビ臭物質の管理目標値達成度（％） 100 100 

④臭気強度の管理目標値達成度（％） 100 100  

強靭な水

道の構築 

⑤浄水場浄水処理施設の耐震化率（％） 91.8 91.8 

⑥調整池の耐震化率（％） 71.4 71.4 

⑦管路の耐震適合率（％） 67.0 67.1 

⑧設備の更新率（％） 61.1 64.3 

⑨給水障害発生件数（件） 0 0 

健全な事

業運営の

持続 

⑩給水原価（円／㎥） 111.6 108.7 

⑪経常収支比率（％） 100以上 99.6 
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  ⑧設備の更新率 
計画期間（平成 29年度～令和８年度）に更新する設備数の割合 
更新対象設備は 157設備 
 

  ⑨給水障害発生件数 
当庁に起因する事故により、住民（受水市町のうち用水供給から給水を受けている 

住民）への給水支障が生じた件数 
 なお、水質事故や漏水等が発生した場合においても、住民に支障が無い場合は給水 
障害としない。 
 

⑩給水原価 
有収水量１㎥を作るために要する費用 

｛経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝÷有収水量 
 

  ⑪経常収支比率 
給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを 

示す指標 
経常収益÷経常費用×100 
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（参考）    水道料金の算定方法（総括原価方式） 

  

 当庁の水道料金は、全国の各水道事業体が料金算定の指針としている｢水道料金算定要

領｣（公益社団法人日本水道協会）に基づき、５年間の総括原価方式のもと、基本料金と使

用料金により構成される｢２部料金制｣を採用しています。 

 

１ 基本料金（資本費：施設の建設・改良に要した費用） 

 

            支払利息＋減価償却費＋資本造成費  

  基本料金 ＝   

 （円/ｍ3・月） 基本水量（一日最大給水量）×12月×料金算定期間 

 

     （注）ア 支 払 利 息： 施設の建設・改良等に要する資金に充てるため借り入れ

た企業債の利息 

           イ 減価償却費： 固定資産に投下された資本を料金で回収するもので、定             

額法を採用 

           ウ 資本造成費： 減価償却費を超える元金償還額がある場合に、その差額

を計上 

 

２ 使用料金（営業費用：維持管理費） 

 

                     維持管理費 

 使用料金 ＝    

 （円/ｍ3）    算定期間の全使用水量 

 

      （注）エ 使 用 水 量： 各市町の給水需要計画を基に算定 

            オ 維持管理費： 人件費、動力費、薬品費、修繕費、委託費、負担金、                             

市町村交付金、物件費（前記以外の経費で旅費、賃金、                             

備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬

費、                             その他） 

     ※ 料金の平準化に向けて、各水系の使用料金を 39円で一元化しているため、使

用料金で回収すべき費用の一部が基本料金に含まれています。 

 

３ 超過料金 

各水系の超過料金は、１８０円/ｍ３で一元化しています。 

 

４ 料金算定期間 

５年間を基本としています。 
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２ 工業用水道事業 

（１）運営状況

本県の工業用水道事業は、北伊勢臨海部の石油化

学を中心とする工業の発展に伴う水需要増大や、

地盤沈下に対する地下水代替用水確保の必要性の

高まりから、昭和３１年に四日市工業用水道の給

水を開始して以来、北伊勢工業用水道第１期から

第４期事業へと拡張を重ねてきました。 

この間、他の地域でも事業を進め、昭和３８年に

は松阪工業用水道、昭和４６年には中伊勢工業用

水道の給水を開始しました。 

令和５年１月１日現在の給水能力は、一日あたり

９１１，５００㎥で、県内の９１社１０４工場に工

業用水を給水しています。 

令和元年の企業庁の給水量は１億６，４６８万㎥

で、県全体の工業用水使用量２億５，７９３万㎥(注)

の６４％を占めています。 

（令和４年の企業庁の給水量は１億５，７５５万㎥） 

工業用水道事業の概要【営業関係】    （令和５年１月１日現在） 

※①給水能力の（  ）内は全体計画量、事業費の（  ）内は水源負担額 （外数）

②給水区域は、現在給水している区域

③中伊勢工業用水道事業、松阪工業用水道事業は浄水場なし

④給水工場数の合計は、各事業別の数を積み上げたもの

給水能力

(ｍ3/日)

契約水量

(ｍ3/日)

給水開始
年 月 日

工　　期
事　業　費

(千円)

(1,000,000) 昭和31年 (14,270,826) 
840,000 4月1日 63,147,035 

雲 出 川 (50,000) 昭和46年 (429,110) 
( 君ヶ野ﾀ ﾞ ﾑ ) 33,000 5月1日 5,200,000 

(38,500) 昭和38年
38,500 10月15日

(1,088,500) (14,699,936) 
911,500 69,255,243 

桑 名 市

四 日 市 市

鈴 鹿 市

津 市

朝 日 町

川 越 町

合 計

松 阪 工 業 用 水 道 事 業

中伊勢工業用水道事業

松 阪 市

津 市

69社80工場

15社17工場

 7社 7工場

91社104工場

櫛 田 川

事　　業　　名 給水区域 給水工場数
水　　源

＜浄水場＞

長 良 川
三 重 用 水
＜ 沢 地 ＞

員 弁 川
＜ 伊 坂 ＞

木 曽 川 総 合
用 水
( 岩 屋 ﾀ ﾞ ﾑ )
＜ 山 村 ＞

北伊勢工業用水道事業

808,460 

38,500 908,208 

 昭和28年～

 昭和44年～

 昭和
 36～62年度

754,990 

14,970 

64%

36%

県内工業用水の使用量に

企業庁の水が占める割合

（令和元年実績）

企業庁

その他

25,793 

万㎥ 

(年間給水量) 16,468万㎥ 

9,325万㎥ 
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 工業用水道事業の概要【確保水源】               （令和５年１月１日現在） 

 

 

（２）料金 

本県の工業用水道料金は、基本料金と使用料金からなる２部料金制を採用してい

ます。 

工業用水道料金は、原則、５年ごとに見直しを行っています。 

 

※詳細は、参考｢工業用水道料金の算定方法（総括原価方式）｣を参照（P18） 

 

 

  北伊勢工業用水道 中伊勢工業用水道 松阪工業用水道 

基本料金単価 １４．５ ２７．４ １４．９ 

使用料金単価 ４．０ ２．０ １．１ 

※料金算定期間：令和３年度～令和７年度 

 

 

 

 

基本料金･･･「基本使用水量（ｍ3／日）」（契約水量）にその月の日数を乗じて得た水

量に「基本料金単価（円／ｍ3）」を乗じて得た金額 

使用料金･･･「使用水量（ｍ3／日）」（基本使用水量から休止水量注を減じた水量）にそ

の月の日数を乗じて得た水量に「使用料金単価（円／ｍ3）」を乗じて得た

金額 

 

注）休止水量･･･使用量が少ない時期等に休止水量を申請していただくことにより、その

分の使用料金を減額。休止水量変更時期は年２回（５月、１１月） 

三 重 用 水 4,800

515,000

（仮称）

計 519,800 約296.4億円

（長良川河口堰）

昭和43年度

～
平成６年度

長 良 川 河 口 堰 関 連
工 業 用 水 道 事 業 長 良 川

( 長 良 川 河 口 堰 )

（長良川河口堰）

約266.3億円

鈴鹿工 業用 水道 事業
四 日 市 市

鈴 鹿 市

（三重用水）

昭和39年度

～
平成４年度

（三重用水）

約30.1億円

事　　　業　　　名 計画給水区域 水　　　源
計画給水量

(ｍ
3
/日)

工　　　期 事　業　費

北 勢 地 域

料金表（令和５年１月１日現在）                   （単位：円/㎥） 
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（３）令和４年度の給水見込み 

本年度の工業用水の年間給水量（料金算定分）見込は約 2 億 1,326 万㎥で、近年

は、概ね横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）令和４年度の主な取組状況 

ア 強靱な工業用水道の構築 

主要施設等の耐震化を進めるとともに、経年劣化した施設の更新などの老朽化対

策に加え、風水害対策に取り組み、強靱な工業用水道の構築をめざします。 

（ア）耐震化 

ａ 主要施設 

経営計画の計画期間中において、主要施設 49施設のうち、浄水場の浄水処理施

設など既に耐震化が完了した 41施設に加え、浄水場の排水処理施設や配水池など

６施設の耐震化を実施し、令和８年度までに 47施設の耐震化を完了させることと

しています。 

本年度は、木造取水所(津市)取水ポンプ井の耐震補強工事を、令和５年度の完成

に向けて実施しています。 

経営計画上の成果指標 
Ｒ４ 

目標値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

主要施設の耐震化率(%) 

(累積/全主要施設数) 

８３．７ 

（41/49） 

８３．７ 

（41/49） 

９５．９ 

（47/49） 

 
計画期間内に実施する 

主要施設耐震化の進捗率(%) 

０ 

（0/6） 

０ 

（0/6） 

１００ 

（6/6） 

21,264 21,687 21,521 21,502 
見込

21,326 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H30 R1 R2 R3 R4

工業用水の年間給水量
（万㎥）
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木造取水所（津市）取水ポンプ井 

 

（イ）老朽化対策 

将来にわたり工業用水道施設の機能を維持し、中長期的なトータルコストを縮

減するため、適切な維持管理に努め施設の長寿命化を図るとともに、効率的かつ計

画的な設備の更新を進め、老朽化対策に取り組むこととしています。 

ａ 施設の長寿命化 

施設の適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽

微である早期段階で予防的な修繕を実施していく「予防保全型維持管理」を推進し、

施設の長寿命化を図ることとしています。 

本年度は、野代導水ポンプ所(桑名市)ポンプ設備の分解点検整備や、三滝川 

水管橋 (四日市市)の塗装塗り替え工事などを実施しています。 

また、昨年５月に愛知県で発生した明治用水頭首工の大規模な漏水事故を受け

て、事故公表直後に、当庁所有の施設の緊急点検を実施し、異常がないことを確

認しました。その後も、月２回の巡視点検を行うなど施設の安全管理に取り組ん

でいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野代導水ポンプ所（桑名市）ポンプ設備        新屋敷取水堰(松阪市) 
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ｂ 管路等の更新 

管路総延長約 350km のうち、耐震適合性のない管路が約 138km あり、経営計画

の計画期間中において、特に重要度の高い主要幹線や布設年度が古い配水管路、ラ

イフライン関連ユーザー向け配水管路などを中心に約 22.1km を優先して更新し、

老朽化対策とともに耐震化を進めることとしています。 

本年度は、年度内に予定していた約 2.9km を上回る約 3.0km の管路の布設替工

事を実施しています。また、約 7.8kmの測量設計を実施しています。 

制水弁については、経営計画の計画期間中において、配水運用の切り替え、漏水

時の止水など、配水制御において重要となる制水弁 69基を優先して更新すること

としています。 

本年度は、内径 1800粍制水弁取替工事（四期・西方）など制水弁９基を更新す

る工事を実施しています。 

経営計画上の成果指標 
Ｒ４ 

目標値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

管路の耐震適合率(%) 

(累積/総延長 km) 

６４．３ 

（224.9/350.1） 

６４．３ 

（224.9/350.1） 

６６．９ 

（234.3/350.1） 

 
計画期間内に実施する 

管路耐震化の進捗率(%) 

５７．６ 

（12.7/22.1） 

５７．６ 

（12.7/22.1） 

１００ 

（22.1/22.1） 

制水弁の更新率(%) 

(累積/計画期間内に更新する基数) 

５９．４ 

（41/69） 

６０．９ 

（42/69） 

１００ 

（69/69） 

※ 管路の耐震適合率欄（ ）内の数値については、0.1km単位に四捨五入しています。 

 

    
配水管布設替工事の施工状況         制水弁取替工事の施工状況 
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ｃ 電気・機械設備の更新 

経営計画の計画期間中において、更新時期を迎える 129 設備の更新を見込んで

おり、引き続き、定期的な点検を通して劣化・損傷の程度を把握し、個々の設備の

耐用年数、劣化状況及び交換部品の製造終了などの要素を総合的に判断して、更新

を進めることとしています。 

本年度は、安永取水所(桑名市)直流電源装置や山村浄水場(四日市市)急速撹拌

機など 16設備の更新工事を実施しています。 

経営計画上の成果指標 
Ｒ４ 

目標値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

設備の更新率(%) 

(累積/全体 計画期間内に更新する設備数) 

５４．３ 

（70/129） 

５５．８ 

（72/129） 

１００ 

（129/129） 

 

    

安永取水所（桑名市）直流電源装置      山村浄水場（四日市市）急速撹拌機 

 

（ウ）風水害対策 

浸水対策については、経営計画の計画期間中において、対応が必要な７施設（水

道との共有施設１施設を含む）のうち、河川改修計画などがある２施設を除く５施

設の対策を完了させることとしています。 

本年度は、野代導水ポンプ所ポンプ棟及び北勢水道事務所の浸水対策工事と、長

太加圧ポンプ所及び大口配水池の詳細設計を実施しています。 

また、災害時等における長時間停電対策については、非常用発電設備を 72時間

程度運転できる燃料を貯留することとし、既存設備の更新に合わせ適切に対応す

ることとしています。  

急速撹拌機 
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【成果指標】 

令和４年度の目標値と見込値（令和４年 12月末時点）は、次のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 成果指標の説明 
①主要施設の耐震化率 

浄水場の浄水・排水処理施設や配水池等（49施設）のうち耐震化する施設数の割合 
 
  ②浄水場浄水処理施設の耐震化率 

浄水場における浄水処理施設（25施設）のうち耐震化する施設数の割合 
 

  ③制水弁の更新率 
更新対象制水弁に対する更新する制水弁数の割合 
更新対象数は 69基 
 

  ④管路の耐震適合率 
管路総延長（約 350㎞）のうち耐震適合性のある管路延長の割合 
 

⑤設備の更新率 
更新対象設備に対する更新する設備数の割合 
更新対象設備は 129設備 
 

⑥給水障害発生件数 
企業庁に起因する事故により、ユーザーへの給水支障が生じた件数 
なお、漏水等が発生した場合においても、ユーザーに実害が無い場合は給水障害と 

しない。 
 

⑦給水原価 
有収水量１㎥を作るために要する費用 

｛経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝÷有収水量 
 

  ⑧年間給水量 
１日あたりの基本水量から休止水量を減じて得た水量を１年間分積み上げた水量 
 

  ⑨経常収支比率 
給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを 

示す指標 
経常収益÷経常費用×100 

経営目標 成果指標 
令和４年度 

目標値 

令和４年度 

見込値 

強靭な工

業用水道

の構築 

①主要施設の耐震化率（％） 83.7 83.7 

②浄水場浄水処理施設の耐震化率（％） 100 100 

③制水弁の更新率(％) 59.4 60.9 

④管路の耐震適合率（％） 64.3 64.3 

⑤設備の更新率（％） 54.3 55.8 

⑥給水障害発生件数（件） 0 0 

健全な事

業運営の

持続 

⑦給水原価（円／㎥） 35.2 34.4 

⑧年間給水量(百万㎥) 213 213 

⑨経常収支比率（％） 100以上 99.6 
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（参考）    工業用水道料金の算定方法（総括原価方式） 

 

 当庁の工業用水道料金は、「工業用水道料金算定要領」（経済産業省）に基づき総括原価

方式により算定しており、基本料金と使用料金からなる２部料金制を採用しています。 

 

１ 基本料金（固定的経費） 

            経費＋減価償却費＋支払利息－控除項目  

  基本料金 ＝   

 （円/ｍ3）      基本使用水量（ｍ3/日）×料金算定期間 

（注）ア 経   費： 人件費、修繕費、負担金、その他維持管理費 

イ 減価償却費： 固定資産の価値減耗費 

ウ 支 払 利 息： 企業債の支払利息 

エ 控 除 項 目： 施設使用料、公舎等貸下料、受取利息、長期前受金戻入 

 

２ 使用料金（変動的経費） 

                   動力費＋薬品費＋汚泥処理費 

 使用料金 ＝    

 （円/ｍ3）    使用水量（ｍ3/日）×料金算定期間 

                     ※使用水量＝基本使用水量－休止水量 

（注）オ 動 力 費： 取水、導水、浄水、配水に係る電力費（消費電力料金及び

契約電力料金） 

カ 薬 品 費： 浄水処理に必要な薬品費 

キ 汚泥処理費： 汚泥脱水機の運転管理や汚泥処分等の汚泥処理費 

ク 休 止 水 量： 使用者が企業庁に工業用水の使用の全部または一部の休止を申

し出て、それを企業庁が承認した水量 

 

３ 超過料金 

 超過料金 ＝ 

（円/ｍ3） 

（基本料金＋使用料金）×２ 

 

 
 

 

４ 料金算定期間 

５年間を基本としています。                                      
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３ 電気事業 

電気事業の経緯 

県は、電力の確保と安定供給を行うため、昭和 27年に電気事業許可を受け、昭

和 29年に長(なが)発電所を建設して以降、宮川第一、宮川第二、宮川第三発電所

を建設し、「宮川総合開発事業」の一環として水力発電事業を開始しました。 

昭和 36年の企業庁発足後には、中南勢地区の産業基盤の整備、オイルショック

後の石油代替エネルギーの確保など、各時代の社会情勢により公営電気事業に求め

られた使命を果たすため、三瀬谷発電所をはじめ６箇所の発電所を建設して事業を

実施し、クリーンなエネルギーを供給するとともに、地域の発展に貢献してきまし

た。 

また、県は、ごみの持つ未利用エネルギーの活用、小規模自治体の可燃性ごみの

処理におけるダイオキシン類対策など、資源循環型社会の構築に向けてＲＤＦ焼

却・発電事業に取り組み、平成 14年 12月から企業庁が事業運営を行ってきまし

た。 

当庁は、地方公営企業を取り巻く環境変化に対応するため、第三者機関として

「企業庁の今後のあり方検討会」を設置し、平成 18年３月に「企業庁の今後のあ

り方に関する報告書」を取りまとめました。また、これと並行して、県議会から

「三重県企業庁事業の民営化に向けた提言」がなされました。これらの経緯を踏ま

え、県は平成 19年２月に「企業庁のあり方に関する基本的方向について」を公表

し、水力発電事業については「民間譲渡が最初の選択肢となる」との考え方を示し

ました。これを受けて、当庁では、平成 19年 11月に水力発電事業の民間譲渡を重

点的な取組の一つに掲げた「三重県企業庁長期経営ビジョン」を策定し、民間譲渡

を推進しました。その後、譲渡先として中部電力株式会社を選定し、様々な課題に

ついて協議を進め、平成 27年４月に全ての水力発電所の民間譲渡を完了し、水力

発電事業を廃止しました。 

ＲＤＦ焼却・発電事業については、事業期間を令和２年度末までとしていました

が、ＲＤＦ関係市町等の新たなごみ処理体制の構築に進展が見られたことから、平

成 30年７月の三重県ＲＤＦ運営協議会総会において、「製造団体は、令和元年９

月を軸に三重ごみ固形燃料発電所へのＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制

へ移行する」ことなどが決議されました。これを受けて、当庁は、令和元年９月に

三重ごみ固形燃料発電所におけるＲＤＦの焼却・発電を終了しました。現在、ＲＤ

Ｆ焼却・発電施設の撤去を進めており、撤去が完了する令和５年３月には「ＲＤＦ

焼却・発電事業の総括」を取りまとめ、令和４年度末をもって電気事業を廃止する

予定です。 
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年表（電気事業） 

 

  

事項 参考事項

昭和２６年 ４⽉ ・宮川総合開発事業のための調査開始 ５⽉−９電⼒会社発⾜

昭和２７年 ４⽉ ・宮川総合開発事業 着⼿

７⽉ ・宮川総合開発建設部 設置
・三重県電気事業の許可（公益事業令）
・⻑発電所 建設着⼿

７⽉−電源開発促進法公布
８⽉−地⽅公営企業法公布

昭和２８年 ６⽉ ・宮川第⼀発電所 建設着⼿

昭和２９年 １⽉ ・⻑発電所 営業運転開始

４⽉ ・電気事業に地⽅公営企業法の財務規程を適⽤

６⽉ ・宮川第⼆発電所 建設着⼿

昭和３１年 ４⽉ ・企業準備室（⼟⽊部） 設置

７⽉ ・電気局 設置

・電気事業に地⽅公営企業法を全適⽤

昭和３２年 ４⽉ ・宮川第⼀発電所 営業運転開始

５⽉ ・宮川ダム 竣⼯

昭和３３年 １⽉ ・宮川第⼆発電所 営業運転開始

７⽉ ・宮川第三発電所 建設着⼿

昭和３６年 ４⽉ ・電気局を企業庁に改組（企業庁発⾜）

昭和３７年 ３⽉ ・宮川第三発電所 営業運転開始

昭和４２年 ４⽉ ・三瀬⾕ダム 竣⼯
・三瀬⾕発電所 営業運転開始

昭和４３年 ３⽉ ・⻘蓮寺発電所の建設に着⼿

昭和４５年 ６⽉ ・⻘蓮寺発電所 営業運転開始

昭和６０年 ６⽉ ・⼤和⾕発電所 営業運転開始

平成 ２年 ４⽉ ・蓮発電所 ⼀部営業運転開始

平成 ３年 ３⽉ ・蓮発電所 営業運転開始

年⽉
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事項 参考事項

平成 ７年 １０⽉ ・⻘⽥発電所 営業運転開始

平成１０年 １２⽉ ・⽐奈知発電所 営業運転開始

平成１３年 ９⽉ ・三重ごみ固形燃料（RDF）発電所 建設着⼿

平成１４年 ４⽉ ・全⽔⼒発電所の運転監視制御を三瀬⾕発電管理事務所に⼀元化

１２⽉ ・三重ごみ固形燃料（RDF）発電所 営業運転開始

平成１５年 ８⽉ ・三重ごみ固形燃料（RDF）発電所 貯蔵槽で爆発事故

平成１６年 ３⽉ ・三重ごみ固形燃料（RDF）発電所 事故後の試運転開始

９⽉ ・三重ごみ固形燃料（RDF）発電所 営業運転再開

平成１８年 ３⽉ ・県議会が「三重県企業庁事業の⺠営化に向けた提⾔」を⾏う

４⽉ ・宮川ダム維持放流発電設備 営業運転開始

平成１９年 ２⽉ ・県が「企業庁のあり⽅に関する基本的⽅向について」を⽰す

１１⽉ ・「三重県企業庁⻑期経営ビジョン」を策定し、⽔⼒発電事業の
 ⺠間譲渡を重点的な取組の⼀つとする

平成２３年 ８⽉ ・「三重県⽔⼒発電事業に係る資産等の譲渡・譲受に関する基本
 的事項の合意書」を中部電⼒（株）と締結

平成２５年 ４⽉ ・⻘蓮寺発電所、⽐奈知発電所 中部電⼒（株）へ譲渡

平成２６年 ４⽉ ・宮川第⼀発電所、宮川第⼆発電所、蓮発電所 中部電⼒（株）
 へ譲渡

平成２７年 ４⽉ ・⻑発電所、宮川第三発電所、三瀬⾕発電所、⼤和⾕発電所、
 ⻘⽥発電所 中部電⼒（株）へ譲渡
・全⽔⼒発電所の譲渡を完了

令和 元年 ９⽉ ・三重ごみ固形燃料（RDF）発電所 RDFの焼却・発電を終了

令和 ３年 １⽉ ・RDF焼却・発電施設の撤去に着⼿

令和 ５年 ３⽉ ・RDF焼却・発電施設の撤去を完了（予定）

年⽉




